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(座長) 
・健康危機対策監 

(構成員) 
・健康福祉政策課長の指名する者 
 （担当室長） 
・疾病対策課長の指名する者 
 （担当副課長） 
・薬務課長の指名する者 
 （担当副課長） 
・衛生指導課長の指名する者 
 （担当副課長） 
・その他座長が必要と認める者 

(所掌事務) 
・情報の収集・整理、記録確認 

健 康 危 機 管 理 体 制 フ ロ ー 図 
（健康危機のレベル２以上の事案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 関係部局庁各課とは部内関係課、秘書課、報道広報課、危機管理政策課、病院局、教育庁、警察

本部等をいう。 
※２ 副知事に事故あるとき、又は欠けたときは健康福祉部長 
※３ 記者会見は、担当課で発表資料を作成し、健康福祉部長の了解を得た上で健康危機対策監が行う。 

その他の報道対応は、健康福祉部長の了解を得た上で担当課が行う。また、関係機関等への情報
提供は担当課で行う。 

市町村・医療機関等 

保健所（健康福祉センター）等 

衛生研究所 
 
 

試験研究機関 

担 当 課 
健康福祉政策課健康危機対策室 

(担当課) 

健康福祉センター・ 

衛生研究所、市町村・ 

都道府県・厚生労働省

等 

(健康危機対策室)  

関係部局庁各課・ 

県議会、関係団体等 

（※１） 
健 康 危 機 管 理 対 策 委 員 会 

（事務局）健康福祉政策課健康危機対策室 
専 門 部 会  

(構成員) 
・本部長 ：知事 
・副本部長：副知事（※２） 
・本部員 ：各部（局庁）長 
       保健医療担当部長 

(所掌事務) 
・対策の決定 

(事務局) 健康福祉政策課 
健康危機対策室 

知   事 
副 知 事 

(※２) 

情報① 

情報② 

対策指導⑥ 
情報提供 

対策指導⑤ 
情報提供 

情報③ 指示④ 

調査依頼 

情報提供 

報 告 指 示 

ワーキンググループ 

健康危機管理対策本部 

(構成員) 

･委 員 長：部長 
･副委員長：保健医療担当部長、 
      次長（技術・事務）、 

健康危機対策監 
・委  員：部内関係課長ほか 

・委員以外：学識経験者等 
(必要に応じて選任・依頼) 

(所掌事務) 

・対策の実施 
・実施状況等の取りまとめ 
・対策本部設置の可否の検討 

関 係 機 関  
県 議 会 
報 道 

(※３) 

必要に応じて開催 

指 示 

報 告 

適宜 
情報提供 
 

防災危機管理部長 


